
年
金

国
保
国
保
の
加
入
・
脱
退

国
民
年
金
の
後
納
制
度

14
日
以
内
に
届
け
出
を
！

納
め
忘
れ
は
お
早
め
に

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
３

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
２

　
新
た
に
国
民
健
康
保
険
へ
加
入
す
る
と
き
や
や
め
る
と
き
に
は
、
町
へ

届
け
出
が
必
要
で
す
。
必
ず
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
14
日
以
内
に
町
民

税
務
課
国
保
年
金
係
へ
届
け
出
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
過
去
10
年
間
に
納
め
忘
れ
た
保
険
料
を
納
付
で
き
る
国
民
年
金
の
「
後

納
制
度
」。
後
納
制
度
の
利
用
期
限
は
平
成
27
年
9
月
30
日
ま
で
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○ 

国
民
健
康
保
険
税

は
、
加
入
の
届
け

出
を
し
た
日
で
は

な
く
、
資
格
を
得

た
日
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○ 

や
め
る
届
け
出
が

遅
れ
る
と
、
国
民

健
康
保
険
税
を
一

時
二
重
に
支
払
っ

て
し
ま
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

※ 

や
め
た
後
に
国
民

健
康
保
険
証
を
使

　 

っ
て
医
療
を
受
け

た
場
合
は
、
国
民

健
康
保
険
が
負
担

し
た
医
療
費
を
返

還
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

必
ず
医
療
機
関
に

保
険
証
が
変
わ
っ

た
こ
と
を
伝
え
て

く
だ
さ
い
。

後納制度の申込み・

納付書の再発行は

○国民年金保険料専用ダイヤル

　☎０５７０－０１１－０５０

　※050から始まる電話の場合

　☎０３－６７３１－２０１５

○千葉年金事務所

　☎０４３－２４２－６３２０

■受付時間
・月曜日　　

　午前８時30分～午後７時

・火～金曜日

　午前８時30分～午後５時15分

・第２土曜日

　午前9時30分～午後4時

※ お問い合わせの際は、基礎年

金番号のわかるものをご用意

ください。

※ 電話番号のおかけ間違いには

ご注意ください。

■
　

将
来
の
年
金
額
を
増
や
せ
ま
す

　
後
納
制
度
は
、
過
去
10
年
間
に
納
め

忘
れ
た
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ

り
、
将
来
の
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
年
金
を
受
給
で
き
な
か
っ
た

方
は
、
後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で

年
金
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

過
去
10
年
以
内
に
保
険
料
の
納
め
忘
れ

が
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
後
納
制
度
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

■
　

納
付
書
の
「
使
用
期
限
」
に
注
意

　
す
で
に
後
納
制
度
を
申
し
込
ま
れ
た

問

問

方
は
納
付
期
限
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

納
付
書
が
使
用
で
き
る
期
限
は
、
同
一

年
度
内
（
4
月
1
日
か
ら
3
月
31
日
ま

で
）
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
使
用
期
限
ま
で
に
納
付
で
き

な
っ
た
方
が
、
平
成
27
年
4
月
以
降
に

納
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
新
た
な

加
算
額
に
よ
る
納
付
書
を
発
行
し
ま
す

の
で
「
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
」
ま
た
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
注
意
】

　
平
成
17
年
3
月
以
前
の
後
納
保
険
料

は
、
10
年
を
超
え
る
た
め
平
成
27
年
4

月
以
降
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

こんなとき 届け出に必要なもの

加
入
す
る
と
き

他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書・印鑑

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書・印鑑

子どもが生まれたとき 母子健康手帳・印鑑

や
め
る
と
き

他の市区町村に転出するとき 保険証・印鑑

職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険証・印鑑

国保の被保険者が死亡したとき
保険証・葬儀を行ったことのわかる書類（会
葬礼状・葬儀の領収書）・印鑑・通帳

そ
の
他

退職者医療制度の対象となったとき 保険証・年金証書・印鑑

住所・氏名などの変更があったとき 保険証・印鑑

保険証をなくしたとき 身分を証明するもの・印鑑
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納
税

資
産

便
利
で
安
心

固
定
資
産
税
課
税
台
帳

納
税
は
口
座
振
替
で
！

４
月
１
日
か
ら
縦
覧
で
き
ま
す

町
民
税
務
課 

収
税
係 

☎
77
‐
３
９
１
６

町
民
税
務
課 

課
税
係 

☎
77
‐
３
９
１
５

　
口
座
振
替
納
税
を
利
用
す
る
と

・
役
場
や
金
融
機
関
な
ど
に
わ
ざ
わ
ざ

　
出
か
け
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

・
納
期
に
自
動
的
に
引
き
落
と
し
に
な

　 

る
の
で
、
納
め
忘
れ
が
な
く
な
り
ま

す
。

　
申
込
み
方
法

○
申
込
み
場
所

　
口
座
振
替
を
利
用
す
る
各
金
融
機
関

な
ど
、
ま
た
は
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵
便

局
）
の
窓
口

○
必
要
な
も
の

・
通
帳

・
金
融
機
関
届
出
の
印
鑑

・
口
座
振
替
依
頼
書

○
口
座
振
替
依
頼
書
の
設
置
場
所

・
芝
山
町
役
場

・
町
内
の
金
融
機
関

・
芝
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

※ 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
ご
利
用
の
方
は
様
式

が
異
な
り
ま
す
の
で
、
芝
山
町
役
場

ま
た
は
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
窓
口
に
備
え

　
縦
覧

　
自
己
所
有
資
産
の
評
価
額
が
適
正
で

あ
る
か
確
認
を
し
て
い
た
だ
く
制
度
で

す
。
そ
の
趣
旨
か
ら
は
ず
れ
る
場
合
は

お
断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■  

期
間
　
4
月
1
日
㈬
〜
6
月
1
日
㈪

　（
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

■
手
数
料
　
無
料

■
縦
覧
で
き
る
方

① 

町
内
に
土
地
や
家
屋
を
所
有
す
る
納

税
義
務
者
お
よ
び
同
居
の
親
族
な
ど

②
納
税
管
理
人

　
閲
覧

　｢

固
定
資
産
課
税
台
帳｣

に
よ
り
固

定
資
産
税
の
課
税
内
容
を
確
認
す
る
も

の
で
、
本
人
の
所
有
す
る
物
件
の
み
閲

覧
で
き
ま
す
。

■ 

期
間
　
通
年
。
平
成
27
年
度
分
は
4

月
1
日
㈬
か
ら
（
土
・
日
・
祝
祭
日

を
除
く
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

付
け
の
依
頼
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※ 

町
外
の
金
融
機
関
を
ご
利
用
の
方

は
、
ご
自
宅
へ
依
頼
書
を
郵
送
い
た

し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
申
込
み
の
目
安

　
口
座
振
替
を
開
始
し
た
い
納
期
の
２

カ
月
前

※ 

金
融
機
関
に
よ
る
審
査
な
ど
の
都
合

に
よ
り
、
希
望
月
か
ら
引
き
落
と
し

が
開
始
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
申
込
み
に
あ
た
っ
て
の
注
意
点

・
固
定
資
産
の
相
続
な
ど
に
よ
り
、
共

　 

有
者
や
所
有
者
が
変
更
に
な
っ
た
場

合
は
、
再
度
手
続
き
が
必
要
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
引
き
落
と
し
の
確
認
は
預
貯
金
通
帳

　 

の
記
帳
で
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、

振
替
後
に
継
続
検
査
用
の
納
付
済
通

知
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

■ 

手
数
料
　
縦
覧
期
間
中
は
無
料
。
そ

の
他
の
期
間
は
有
料
。

■
閲
覧
で
き
る
方

① 

町
内
に
土
地
や
家
屋
を
所
有
す
る
納

税
義
務
者
お
よ
び
同
居
の
親
族
な
ど

②
納
税
管
理
人

③
借
地
人
お
よ
び
借
家
人
な
ど

④ 
固
定
資
産
を
処
分
す
る
権
利
を
有
す

る
方

　
縦
覧
・
閲
覧
に
必
要
な
も
の

・
納
税
義
務
者
の
本
人
確
認
書
類

・
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
と
、
代
理

　
人
の
本
人
確
認
書
類

・
法
人
の
場
合
は
、
代
表
者
印
を
押
印

　
し
た
申
請
書
ま
た
は
委
任
状

・
借
地
人
や
借
家
人
な
ど
そ
の
他
の
場

　 

合
は
、
閲
覧
す
る
権
利
を
有
す
る
こ

と
が
わ
か
る
も
の（
賃
貸
借
契
約
書
、

不
動
産
登
記
簿
な
ど
）
と
、
申
請
者

の
本
人
確
認
書
類

・
印
鑑

※
本
人
確
認
書
類
…

　
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど

　
口
座
振
替
納
税
は
、
一
度
お
申
し
込
み
い
た
だ
け
れ
ば
、
指
定
し
た
金

融
機
関
や
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）
の
口
座
か
ら
、
納
期
限
の
日
に
引

き
落
と
し
て
納
税
す
る
便
利
な
制
度
で
す
。

　
縦
覧
と
閲
覧
の
際
に
は
、
運
転
免
許
証
や
健
康
保
険
証
な
ど
の
本
人
確

認
書
類
を
ご
持
参
の
上
、
役
場
町
民
税
務
課
課
税
係
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

代
理
人
の
方
は
委
任
状
も
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問

問
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